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１ 趣旨及び目的 

少子高齢化の進展により、労働供給の制約が強まる中、近年は、女性、高齢者、外国人な

ど多様な人材の労働参加率が上昇しており、育児や介護との両立、短時間勤務、リモートワ

ークなど、労働者の雇用形態や働き方の多様化に伴い、労働者を取り巻くトラブルや労働問題も

多様化しています。 

尼崎市では、「地域雇用・就労相談窓口」において、労働者及び事業主とは異なる第三者の立場

から、賃金カットや解雇、派遣切り、いじめやハラスメントなどの職場における労働トラブルに

対する相談者の悩みや不安の解消と、相談者自身による早期の課題解決をサポートするため、専

門の相談員が必要な指導、助言等を行う労働相談を実施し、勤労市民の就労環境の維持向上と福

祉の増進を図っています。 

また、市内在住・在勤の者や事業主に対して「尼崎市公共調達基本条例」（以下、「条例」とい

う。）及び「同条例施行規則」（以下、「規則」という。）に規定された制度内容を周知・啓発し、

公共調達に係る業務に従事する労働者の適正な労働環境の確保に努めています。 

この要項は、業務を委託するにあたり、実施運営事業者を選定するためのプロポーザルに関し

て必要な事項を定めるものです。 

応募される事業者は、本事業の趣旨及び業務内容等を十分に踏まえた上で企画提案をしてくだ

さい。 

 

２ 公募に関する概要 

 ⑴ 業務名 

労働相談等業務 

 ⑵ 委託期間及び契約期間 

委託期間は令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までとする。 

但し、業務委託契約については、委託者の会計年度ごとに締結することとし、令和９年度及び令

和１０年度は、業務実績等を評価し、良好な実績であると判断した場合に限り、令和８年度に契

約した受託者と協議の上、改めて業務委託契約を締結する。 

 

⑶ 業務内容 

別添仕様書のとおり 

 ⑷ 提案上限額 

   令和８年度は１，５７２,０００円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限とする。 

   また、令和９年度及び令和１０年度の委託料の総額は、それぞれ当該年度の尼崎市当初予算

の成立を前提に、以下のとおり予定している。 

【総額及び各年度の事業予定額】（消費税及び地方消費税を含む。） 

内 訳 

総 額（予定） 令和８年度 

上限額 

令和９年度 

上限額（予定） 

令和１０年度 

上限額（予定） 

４，７１６千円 １，５７２千円  １，５７２千円  １，５７２千円  
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（なお、本業務は、いずれの年度においても尼崎市当初予算の成立を前提に事業化するものであ

り、同予算の成立状況等によっては、事業費の変動若しくは、当該業務委託契約の締結を行わな

い場合がある。また、これに伴いプロポーザル応募者において損害が生じた場合、その損害につ

いて尼崎市は負担しないものとするため、予めご承知おき願います。） 

⑸ 選定事業者 

１者 

⑹ 労働相談の実施場所 

  尼崎市経済環境局経済部しごと支援課内の「地域雇用・就労相談窓口」 

(尼崎市竹谷町２丁目１８３番地 出屋敷リベル３階) 

 

３ 応募者資格 

⑴ 民間企業、特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）に基づく特定非営利活動法人又

はその他の法人 

⑵ この要項に定める実施要件を満たすとともに、記載内容を理解･承諾し、遵守できること。 

⑶ 宗教活動や政治活動を目的とした団体ではないこと。 

⑷ 特定の公職者（候補者を含む）又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でな

いこと。 

⑸ 法令等に違反していないこと。 

⑹ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当していないこと。 

⑺ 尼崎市が発注する契約に係る入札参加停止の措置を受けていない団体であること。 

⑻ 会社更生法、民事再生法に基づき更生又は再生手続きを行っている団体ではないこと。 

⑼ 代表者及び役員に破産者及び禁固以上の刑に処せられている者がいる団体ではないこと。 

⑽ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条及び第３条に基づく暴力団及び指

定暴力団又は代表者がそれら構成員である団体ではないこと。また、尼崎市暴力団排除条例を

遵守する団体であること。 

⑾ 所得税又は法人税、消費税及び地方消費税、県税、市民税等を滞納している団体ではないこ

と、かつ代表者がこれらの税金を滞納している団体ではないこと、個人においてもこれらの税

金を滞納していないこと。 

⑿ 提案事業を行うにあたり、当該業務が法令等の規定により官公署の免許、許可又は認可を受

けている必要がある場合には、当該免許、許可、認可を受けている団体であること。 

⒀ 守秘義務を遵守できること。 

⒁ 本事業の実施にあたり、尼崎市との打合せなどに適切に対応できること。 

  

４ 企画提案競技の全体日程 

項 目 日 程 

公募期間 令和８年２月１０日（火）～２月２７日（金） 

応募申込書、企画提案書等の提出期限 令和８年２月２７日（金）午後５時まで 
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質疑の受付 令和８年２月１０日（火）～２月１６日（月） 

質疑の回答 随時、尼崎市ホームページにて公表します。 

プレゼンテーション審査 

（必要に応じて） 

令和８年３月１６日（月）～３月１８日（水） 

のうちの１日（予定） 

選定結果通知 書類審査（又は、プレゼンテーション審査）実施

から１週間以内に書面で通知します。 

 

５ 応募の手続き 

令和８年２月２７日（金）午後５時までに経済環境局経済部しごと支援課まで持参すること（郵

送、Eメール、FAXによる受付は行いません）。 

受付時間：平日 午前 9時から正午、午後１時から午後５時（土日祝除く） 

尼崎市経済環境局経済部しごと支援課 

尼崎市竹谷町２丁目１８３番地  

出屋敷リベル３階 

電話：０６－６４３０－７６３５ 

なお、提出された書類等に変更等が生じた場合には、受付期間内にしごと支援課まで提出して

ください。受付期間を過ぎての訂正、追加資料の提出は認めません。 

ただし、疑義等があり、尼崎市が補足資料等の提出を求めた場合はこの限りではありません。 

⑴ 企画内容 

本募集要項及び仕様書に基づき、応募者として事業実施方針やアピールポイントを明記して

ください。 

⑵ 提出書類 

   次表に記載している書類を提出してください。 

名 称 様式番号 

応募申込書 様式１ 

企画提案書 

※別添仕様書に基づき、次の事項について企画･提案内容を記載してくだ

さい。 

ア 団体の概要（団体名、代表者、業務実績等） 

イ 今回の委託事業に関しての類似・関連業務の実績があれば、その実

績書類 

ウ 労働相談業務従事者の配置予定、資格、実務経験 

エ 労働相談業務の充実のための企画提案 

オ 労働相談窓口の周知方法 

カ 市内在住・在勤の者や事業者に対する条例・規則に規定された制度

内容の具体的な周知・啓発の方法 

キ その他団体等自ら実施する提案事業など 

様式２ 

見積書 様式３ 
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※見積金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額とし、別途消費税

及び地方消費税を記載してください。 

事業実施体制（組織表） 様式自由 

企画・提案募集に関する過去の事業実績 様式自由 

応募資格誓約書 様式４ 

暴力団排除に関する特約に係る誓約書 様式５ 

P（プライバシー）マーク、ISMS認証等の写し 

※有効期限にご注意ください。 

※上記を取得していない場合は、様式６「個人情報及びデータ取扱等に

係る誓約書（事前確認分）」を提出してください。 

P マーク、

ISMS 認 証

等の写し 

又は様式６ 

定款又は寄付行為の写し 

（提出日において３ヶ月以内に原本証明したもの） 
 

法人登記簿謄本 

（提出日において３ヶ月以内に法務局が発行したもの） 
 

納税証明書（国税） 

（提出日において３ヶ月以内に税務署長が発行した「法人税と消費税及

び地方消費税に未納の税額がないことの証明書（法人用）」（納税証明書

「その３の３」）） 

 

納税証明書（尼崎市税） 

（提出日において３ヶ月以内に尼崎市長が発行した「法人市民税・事業

所税及び市税に未納の税額がないことの納税証明書」） 

※ただし、「尼崎市内に本社・本店を有している者（市内業者）」及び「尼

崎市外に本社・本店を有している者で、尼崎市内に支店・営業所・出張

所・工場等を有し、現に人員を配置して事業活動を行っている者（準市

内業者）」以外の者は、提出不要です。 

 

会社概要・事業報告書等  

業務に携わる者の資格等の証明（資格等の写し、経歴を示すもの等）  

その他事業実施に必要な要件が証明できる書面  

※ その他審査にあたり必要な書類を求めることがあります。 

※ 応募書類に係る経費は、応募事業者の負担とし、提出された書類、資料は返却しません。 

 ⑶ 提出部数 

７部（原本１部、副本６部） 

なお、様式はＡ４版縦、横書き、片面刷り、左とじとしてください。また、提出された書類

は、個人情報を除き、尼崎市情報公開条例に基づき開示する場合があります。 

 ⑷ 質問の受付 

本要項及び仕様書内容に関して質問がある場合は、質問票（様式７）を提出すること。 

ア 質問の受付期限 

令和８年２月１６日（月）午後５時まで 



  

5 

 

イ 提出方法及び提出先 

電子メール又はファクス（電話、来庁での質疑は受け付けません。） 

[電子メール]：ama-shigotoshienka@city.amagasaki.hyogo.jp 

[ファクス]：０６－６４３０－７６３８ 

ウ 回答方法 

回答については、随時、尼崎市ホームページにて公表します。（質問者の個人情報は公表

しません。） 

エ 注意事項 

審査基準に関する質問には一切お答えできません。 

 ⑸ 応募の辞退について 

応募書類を提出後、応募事業者の諸般の事情で辞退する場合は、理由を添えて「辞退届」を

提出してください。（様式自由） 

 

６ 選定方法及び選定基準 

 ⑴ 選定方法 

   公募型企画提案（プロポーザル方式）とします。 

 ⑵ 審査方法等 

   別に設置する実施運営事業者選定会議（以下「選定会議」という。）において、提出書類の

審査を行います。書類審査後、選定会議が必要と認めた場合は、応募者全員にプレゼンテーシ

ョン審査を実施し、提案内容及び業務遂行能力をもとに総合的な視点で評価します。 

（時間、場所、出席人数等の詳細については別途連絡します。） 

⑶ 選定基準 

選定会議において、次のア～ウの選定基準により総合的な視点から審査を行うとともに、市

内経済活性化の観点から、尼崎市に本社や支店を置く事業者の提案及び、事業実施に際して尼

崎市内在住者の雇用を行う提案には、評価基準において一定の加点を行い、実施運営事業者を

選定します。 

ア 課題認識及び現状分析に関すること 

(ｱ) 市内労働環境の現状と課題認識について 

 (ｲ) 本業務履行にあたっての心構えについて 

イ 業務内容及び実施手法に関すること 

 (ｱ) 事業目的について 

 (ｲ) 労働相談の管理について 

 (ｳ) 労働相談に従事する相談員について 

(ｴ) 「尼崎市公共調達基本条例」及び「同条施行規則」の制度内容に係る周知・啓発に

ついて 

(ｵ) 労働相談窓口の周知活動について 

(ｶ) 本市及び関係機関との連携について 

ウ 業務実施体制等に関すること 
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 (ｱ) 資金計画について 

(ｲ) 実施運営体制について 

⑷ 契約候補者の選定 

審査の結果、一定の基準（６割を目安に選定会議で決定）を上回った提案者のうち、評価点

の合計が最も高い応募者を契約候補者として選定します。 

ただし、最高得点の候補者が複数あった場合には、選定会議において協議を行い、選定しま

す。 

また、応募者が１者の場合でも、選定会議を行うものとし、審査の結果、企画提案の内容が

仕様を満たしていると認められた場合には、その応募者を契約候補者として選定します。 

⑸ 審査結果 

文書で全応募者に対して審査結果を通知します。 

⑹ 契約の締結 

選定後、契約候補者は尼崎市と委託業務について、業務内容、履行方法など契約に必要な事

項を協議した後、尼崎市が作成した契約書によって契約を締結します。 

⑺ 次に掲げる事態が生じたときは、契約候補者の選定において定めた順位の高かった者の順に

協議を行い、契約相手を決定します。 

ア 契約候補者が契約の締結を辞退したとき 

イ 契約締結時までに上記「３ 応募者資格」を欠いていることが判明したとき 

ウ 契約に向けての必要な協議が不調に終わったとき 

エ その他やむを得ない事情で契約に至らなかったとき 

  

７ 支払条件 

   業務完了後、適法な請求を受けた日から３０日以内に、年４回均等分割払いとする。 

   毎月、労働相談の結果を取りまとめた報告書を提出し、四半期分の報告書の提出で、１回 

の業務完了とする。 

       

８ 契約保証金 

   尼崎市契約規則第３２条第７号により免除 

 

９ 問い合わせ先 

尼崎市経済環境局経済部しごと支援課 

〒６６０－０８７６ 

尼崎市竹谷町２丁目１８３番地 出屋敷リベル３階 

電話：０６－６４３０－７６３５ 

ファクス：０６－６４３０－７６３８ 

電子メール：ama-shigotoshienka@city.amagasaki.hyogo.jp 

担当：中田・杉浦 
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                               以 上   


